
　当会は、農業およびその関連産業をは͡めとする地域産業の振興ならびに地域ࣾ会の活性化・ൃల
等にد༩することを࠷もॏ要な役ׂのͻとつとして位置け、貸出をは͡めશての༩信に関する規ൣ
として、「༩信に関するج本方針（クϨジοτϙリγー）」にもとづき、貸出ઌの財務໘・ٕज़ྗおよ
び成性なͲの総合తなࢹのもと、҆қに୲保・保証にґଘすることな͘、資金のԁなڅڙに取
り組ΉなͲ、貸出業務の適正な行にめています。また、営業෦からಠཱした৹査෦をઃ置し
内෦ݗ制機を確保するとともに、貸出ઌの業況・財務内容等の状況を常にѲするなͲによͬて、
貸倒れなͲのリスクを管理・制しお٬さまの信པにԠえるようめています。

　当会は、経営者保証に関するΨイυラインڀݚ会（શۜࠃ行協会および本商会ٞ所が事務ہ）
がެ表した「経営者保証に関するΨイυライン」を౿まえ、本Ψイυラインをଚॏし、遵守するため
のଶඋを実施しています。
　引きଓき、お٬さまと保証契約をక݁する合、また、保証人のお٬さまが本Ψイυラインに則し
た保証債務の理をਃしཱてられた合は、本Ψイυラインにもとづき、実な対Ԡにめていきます。

˙çʮܦӦऀอূʹؔ͢ΔΨΠυϥΠϯʯͷରԠ

　当会は、農業者の協同組織金融機関のҰ員として、「݈શな事業を営Ή農業者をは͡めとする地域の
お٬さまに対してඞ要な資金をԁにڅڙしてい͘こと」を࠷もॏ要な役ׂのͻとつとして位置け、
当会の୲うެڞ性とࣾ会తを͘ڧೝࣝし、以下に掲͛る「金融ԁ化にかかるج本方針」にもと
づき、その適切な業務の行にけ取り組Μでいます。
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金融円滑化にかかる基本方針
１ɽ当会は、お٬さまからの৽規貸貸条件のม更等
のਃࠐみがあͬた合には、お٬さまの特性および事
業の状況をצҊしつつ、できるݶりॊೈに対Ԡするよ
うめます。

２ɽ当会は、上هのおਃࠐがあͬた合、お٬さまの経ݧ
等にԠ͡たઆ໌および情報ఏڙを適切かつे分に行う
ようにめるとともに、おஅりさͤていたͩ͘合に
は、その理༝をՄなݶり۩体తかつஸೡにઆ໌する
ようめます。

３ɽ当会は、上１ه�および２�の対Ԡ等を行うにあたり、ଞ
の金融機関本ࡦ金融ެݿ、ॅ金融ࢧԉ機構、
三ॏݝ農業信用ج金協会、三ॏݝ農協信用保証ηン
λー、地域経ࡁ活性化ࢧԉ機構、特定ೝ証紛争解決事
業者等とのີۓな連ܞを図るようめます。また、こ
れらの関機関等から照会をडけた合は、守ൿٛ務
にཹҙしつつ、お٬さまの同ҙをલఏに情報ަしつ
つ連ܞにめます。

４ɽ当会は、事業を営Ήお٬さまからの経営૬ஊにੵۃత
かつきめࡉか͘取り組み、お٬さまの経営改善にけ
た取組みをごࢧԉできるようめます。
またݚम等により、上ه取組みの対Ԡྗの上に
めます。

５ɽ当会は、お٬さまからの、৽規融資貸条件のม更
等のご૬ஊ・おਃࠐに対する合ͤ、૬ஊ、要およ
び苦情については、ެ正・ਝ・実に対Ԡし、お٬
さまの理解と信པが得られるようめます。

６ɽ当会は、お٬さまからのલ掲のご૬ஊ・おਃࠐみに対し、
ԁに措置をとることが出དྷるよう、次の体制をඋ
いたしております。

（１）理事以下、理事・෦等で構成する「企ը会ٞ」にて、
金融ԁ化にかかる対ԠをҰ元తに管理し、組織ԣஅ
తに協ٞします。

（２）貸出୲当理事を「管理者」とし、当会શ体におけ
る金融ԁ化の方針施ࡦのపఈにめます。

（３）貸出関連෦である৯農営業෦の෦を「管理୲当者」
とし、当該෦内における金融ԁ化の方針施ࡦの
పఈにめます。

７ɽ当会は、本方針にもとづ͘金融ԁ化管理ଶについて、
その適切性および有ޮ性を定期తにݕ証し、ඞ要にԠ
͡てݟ直しを行います。
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